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・学校・地域コーディネーター
・会計監査　　　　　　　等

まず学校運営協議会で学校運営の基本方針を承認し、さらに、地域学校協働活動の方
針や内容についても協議します。

そして学校運営協議会では、それらの活動を含めた学校評価結果や、子ども・保護者・
教職員等との直接的なやりとり、熟議などから出された多様な意見を理解します。

よりよい教育環境づくりに向けて、成果と課題を検討して、次年度計画を考えます。

その方針に基づき、学校では教職員のもとで、学校教育活動が進められますが、地域学
校協働活動は、学校・地域コーディネーターを中心に、保護者や地域の人々や団体によ
る「緩やかなネットワーク」とともに、家庭・地域・学校の教育が進められていきます。

地域の人々や団体による「緩やかなネットワーク」のもと、
地域学校協働活動を実践

学校（コミュニティ・スクール）
基本方針を共有して連携

学校運営協議会（コミュニティ・スクー　ル）と学校支援本部（地域学校協働活動）学校運営協議会（コミュニティ・スクー　ル）と学校支援本部（地域学校協働活動）

職員 主幹教論 校長 副校長 教員

・学校運営の基本方針の承認
・学校運営についての意見
・教職員の任用についての意見
・地域学校協働活動の方針協議
・保護者・地域住民・教職員への情報提供

学校
＊学校教育活動
＊学校運営
学校と地域
＊教育課程内の協働
＊教育課程外の協働
＊学校運営の協働
＊学校教育外活動の協働　　

・地域住民と学校との情報共有
・地域住民等への助言等を行い
 地域学校協働活動をコーディネート

地域と学校が
相互にパートナーとして
連携・協働して活動をする

校長・学校運営協議会
＊学校運営の基本方針の承認
　　教育課程・組織編成
　　学校予算・施設管理
＊地域学校協働活動に関する協議
　　カリキュラムマネジメント

学校評価
（自己評価に基づいた学校関係者評価）
　教育課程・組織編成
　学校予算・施設管理
　地域学校協働活動　　　　　等

次年度に向けた
＊学校運営に関する意見
＊教職員の任用に関する意見
＊地域学校協働活動の改善

Action

Do

CheckPlan

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動とを、一体的に推進していきましょう。

　この一連の流れを見渡しながら、協議し、組織として意思決定していくのが学校運営協議会で
あり、基本方針のもとに創意工夫して活動していくのが学校支援本部です。
　つまり両者が「基本方針」を共有して進めることで、「地域と共にある学校づくり」が実現して
いきます。
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一体的推進
学校運営協議会

校長
校長推薦委員
学識経験者委員
公募委員

学校支援本部

組織としての意思決定 創意工夫した協働活動

学校・地域コーディネーター






